
福祉
*********************************************************************************

　担当課 障がい福祉課　　（2020年3月回答）〔3/23～3/27〕

　提案・意見 タクシー券について

 障害者でタクシー券を発刊してもらい、大変ありがたく思っていますが、タ
クシー会社様の方が迎えに来てくれないのです。４件Telしましたが、４件共
ことわられ、タクシー券を使う事がありません。
 使用できるタクシー会社が裏に書いてありますが、「使用できるタクシー」
を書いてください。１度使ったきりで使えず、困っています。

　回答

 タクシー券裏面に記載の協力機関については利用できるタクシー会社を掲載
しています。ただし、各タクシー会社の運行状況等の関係で迎車・乗車等が
難しい場合もあると考えられます。
 具体的な日時と会社名についてご連絡いただきましたら、当課より確認をさ
せていただこうと思います。
 今後も障がいのある人が地域で安心して生活していけるまちを目指し、施策
を推進してまいりますので、ご理解をいただきますようお願いいたします。



その他
*********************************************************************************

　担当課
広報広聴課、議会事務局
　　　　　（2020年3月回答）〔3/23～3/27〕

　提案・意見 「広報いせ」と「市政いせ」に関する意見

 日頃は両情報冊誌による情報の提供、誠にありがとうございます。大変有益
な情報で助かっております。
 1つ、私の意見を述べさせて頂きます。「両情報冊誌を1冊にまとめてはいけ
ないのか？」ということです。
 分冊することについて、私は考え方が異なります。
 それぞれの情報をより私たち市民が深く知るには、「1冊にまとめてしまっ
てはいけないのか？」と考えます。
 それぞれの発行部数や費用を計上するにあたり、まとめてしまう方が、費用
や手間を惜しむことがなくなるのではないか？又、より情報に親しみやすく
なるのではないか、と考えます。気軽によみやすい内容の両冊子のさらなる
発展の為にも、是非ご一考頂ければ幸いです。

　回答

 いただいたご意見にあります「市政いせ」とは「いせ市議会だより」のこと
と拝察いたします。ご承知のとおり、現在「広報いせ」は１月と５月を除き
毎月２回、「いせ市議会だより」は年４回発行しております。
 現在この２紙は、二元代表制の趣旨のもと、掲載する情報・内容等が異な
り、市長部局・議会部局のそれぞれが予算措置を行って、異なる視点で編集
し発行しております。
 ご意見をいただきましたように、これらを１冊にまとめることで費用の削減
等につながることも考えられ、また他の自治体ではまとめて発行している例
もあると認識しています。
 いずれにいたしましても、ご指摘のとおり、市民の皆様にとって、より親し
みやすく読みやすい広報紙として発展させていくことが肝要であると考えま
す。いただいたご意見も参考にさせていただき、より良い広報紙づくりを
行ってまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようよろしくお
願い致します。



その他
*********************************************************************************

　担当課 医療保険課　　　　（2020年3月回答）〔3/23～3/27〕

　提案・意見 国民健康保険の保険証、高齢受給者証について

 年齢が70才になり伊勢市から国民健康保険の負担金が2割になりましたとの
事で高齢受給者証が届いた。
 75才以上になりますと個人負担金は1割ですが、私の団塊世代が75才になっ
た暁には2割にしようとしているのが目に見えている。
 年齢を重ねると医者にかかる割合も増えます。医療崩壊にならないように高
齢者の医療費は安くせずに3割負担でよかったと想うのです。何にか団塊世代
に標準があっているようです。安くなったようですが介護保険でバッチリ料
金を取られる。
 アメリカには国民健康保険がない、その事を思えば日本はありがたい。
質問1）三重県国民健康保険高齢受給者証は寸法が(横)91mm×(縦)127mm、三
重県国民健康保険被保険者証の寸法(W)86mm×(H)54mm、証書の寸法が医者に
かかる時に不便で同一にできないものか。
質問2）保険証は、高齢受給者証は、伊勢市が発行するのでしょうか。
質問3）保険証は家族数発行されます。保険証に高齢の書込をすれば良いと想
うのですが。

　回答

質問1）ご不便をおかけしまして申し訳ございません。被保険者証（保険証）
と高齢受給者証のサイズの違いから、携帯に不便であるとのご意見は、全国
で寄せられておりました。そのため、国は被保険者証の利便性の向上を図る
ために保険証と高齢受給者証の一体化（１枚に統合する）を推進するよう市
町村に通知しています。これを受けて、県内一部の市町では次回（令和2年8
月）の更新時に2つの証の一体化を行うこととしておりますので、ご理解いた
だきますようお願い申し上げます。
質問2）保険証と高齢受給者証につきまして、平成30年4月から国保事業の運
営が県単位化されたことから、どちらの証も「三重県…」と表記されていま
すが、証自体は伊勢市で発行させていただいております。
質問3）質問１で回答させていただいたとおり、本年8月から保険証と高齢受
給者証と一体化させていただきます。ご不便をおかけしますが、もうしばら
くお待ちください。


